
　軽自動車税は、４月１日現在の所有者（使用者）に課税されます。

廃車する人は、早めに手続きをしてください。なお、車種によって、

手続き場所が異なりますので、注意してください。
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身
体
に
障
害
の
あ
る
人
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、
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の
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障
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あ
る
人
が
所
有

し
て
い
る
軽
自
動
車
は
、
一
定
の

条
件
に
よ
り
、
毎
年
度
申
請
に
よ

っ
て
、
１
人
１
台
に
限
り
軽
自
動

車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
４
月
１
日
現
在
、
満
18

歳
未
満
で
身
体
に
障
害
が
あ
る
人

や
、
精
神
に
障
害
が
あ
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（
５
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１
日

納
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か
ら
希
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す
る
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、
引
き

落
と
し
口
座
の
変
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な
ど
を
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は
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３
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広報 せとうち No.2825

廃車手続きは３月末までに

人の動き
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《平成１９年２月１日現在》
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知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

乳幼児こころの健康相談（ゆめトピア長船）14：00～15：00

育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

春分の日

育児相談（福田子育て支援センター）9：30～11：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

行政・人権・子どもの人権相談（牛窓町総合福祉センター）10：00～15：00

心配ごと相談（牛窓町総合福祉センター）9：00～15：00

市内各中学校卒業式

ニュースポーツ教室（長船スポーツ公園体育館）14：00～16：00

こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

市内各公立保育園（玉津以外）・裳掛児童館・あいあい保育園卒園式

市内各幼・小・中学校修了式

市内各幼稚園卒業式
玉津保育園卒園式
年金相談（長船支所）10：00～15：00
知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

牛窓ルンビニ保育園卒園式
人権・子どもの人権相談（ゆめトピア長船）10：00～15：00
育児相談（あいあい保育園）10：00～11：00
精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～14：30
リフレッシュ体操教室（ゆめトピア長船）9：30～11：30

行政・人権・子どもの人権相談（邑久町公民館）10：00～15：00

心配ごと相談（ゆめトピア長船）9：00～15：00

市内各小学校卒業式

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

B&G財団会長杯争奪スポーツ少年団バレーボール大会（邑久B&G海洋センター体育館）9：00～

こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

心配ごと相談（邑久町総合福祉センター）9：00～15：00

法律相談（ゆめトピア長船）10：00～15：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～14：30

男女共同参画講演会（ゆめトピア長船）13：30～15：30
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印鑑、検査証、住民票

ナンバープレート（廃車時）など

変更内容により必要なものが異なり

ますので、事前にそれぞれのところ

へ確認されることをお勧めします。

岡山市久米１７７－３

軽自動車検査協会岡山事務所

　０８６－２４５－３６００

軽自動車

（乗用・貨物）

軽二輪・自動二輪

（125ｃｃを超える二輪車）

原動機付自転車

（125ｃｃ以下の二輪車）

小型特殊自動車

（農耕用・その他）

岡山市藤原２４－１

中国運輸局岡山陸運支局

　０８６－２７３－２１１１

市税務課

　０８６９－２２－１１１４

市牛窓支所総務振興課

市長船支所総務振興課

市裳掛出張所

・名義変更（市内同士の場合）

　印鑑、譲渡証明書か名義変更届

・廃車

　印鑑、ナンバープレート

車　種 手続き場所 手続きに必要なもの


